
1.妊娠中について

女性労働者が妊娠し, 勤務を継続している

場合には, 事業主は当該女性労働者の労働環

境にいくつかの配慮が必要です｡

まず, 妊娠した女性労働者に対し ｢使用者

は, 妊娠中の女性が請求した場合においては,

他の軽易な業務に転換させなければならない｣

(労基法65条３項) とし, 妊娠中の女性が軽易

な業務への転換を希望した場合, 使用者は転

換しなければならないとしています｡ これは,

原則として女性労働者が請求した業務に転換

させることが趣旨ですが, 新たに軽易な業務を

用意することまでは義務づけられておりません｡

また, 妊娠中の女性労働者が健康管理に必

要な時間を申し出た場合, 母子保健法の規定

による保健指導または健康診査を受けるため

に必要な時間を確保できるようにしなければ

なりません (均等法22条)｡ この必要な時間

は, 妊娠の状態が23週までは４週間に１回,

24週から35週は２週間に１回, 36週以降後は

１週間に１回を最低限与えることと定められ

ています｡

2.産前･産後について

｢使用者は, ６週間 (多胎妊娠の場合にあっ

ては, 14週間) 以内に出産する予定の女性が

休業を請求した場合においては, その者を就

業させてはならない｣ また ｢使用者は, 産後

８週間を経過しない女性を就業させてはなら

ない｡ ただし, 産後６週間を経過した女性が

請求した場合において, その者について医師

が支障がないと認めた業務に就かせることは,

差し支えない｣ とし, 産前・産後の一定期間

について女性労働者を就業させることが制限

されています (労基法65条１項, ２項)｡

なお, 産前は本人が休業を請求しなければ

仮に出産当日まで就業させても違法行為には

なりません｡ しかし, 産後６週間については

本人の申し出の有無にかかわらず就業させる

ことはできず, 産後６週間を経過し医師が支

障がないと認めたうえで本人の申し出があった

場合に限り就業させてもよいとされています｡

さらに, 均等法９条３項・４項において, 妊

娠・出産・またはそれらを事由とした休業の請

求または取得, これらを理由にその女性労働者

に対して解雇その他不利益な取り扱いをするこ

とが禁止されていることにも, 注意が必要です｡

3.育児休業について

育児休業では, １歳に満たない子を養育し

ている労働者 (以下, 男女問わず) は休業取

得の申し出をすることができるとしています｡

さらに, 法令が定める一定の要件に該当した

場合には, １歳６カ月まで育児休業を延長す
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ることが可能です｡ 事業主は, 原則としてこの

申し出を拒むことができません (育介法５条・

６条)｡ なお, 雇用されている労働者 (日々雇

用される者および期間を定めて雇用される者の

一部を除く) は, 正社員以外の労働者でも申

し出することができますが, ただし, 労働者の

過半数で組織する労働組合または労働組合が

ないときはその労働者の過半数代表者との書

面による協定を結ぶことにより, 一定の者から

の育児休業の申し出を拒むことが可能です｡

その他, 育児休業取得の申し出または休業

したことを理由として, その労働者を解雇し

たり, その他不利益な取り扱いをすることも,

産前・産後休業等における不利益取り扱いと

同様に禁止事項となっています (育介法10条)｡

4.子育て期間について(職場復帰後～養育す

る子が小学校入学前)

労働者の中には, 仕事上の理由等で育児休

業を取得しない人もいます｡ １歳に達しない

子を養育する女性労働者が育児休業を取得し

ない場合に, 育児時間の請求があれば１日２

回各々少なくとも30分育児のための時間を与

えなければならないとされています (労基法

67条)｡ また, ３歳に満たない子を養育してい

る労働者が, 当該子の養育を目的に勤務時間

の短縮その他の労働者が就業しつつその子を

養育することを容易にするための措置を申し

出た場合, 事業主はその措置を講じる必要が

あると定められています (育介法23条)｡ さら

に, 小学校に入学する前までの子を養育して

いる労働者に対しては, 労働者本人から看護

休暇取得の申し出や, 時間外労働・深夜労働

を制限してほしい旨の請求があった場合に,

看護休暇については１年間につき５日まで付

与 (同法16条の２), 時間外労働については

１カ月24時間, １年150時間を超える労働時

間の制限 (同法17条), 深夜労働では深夜時

間 (午後10時から午前５時までの時間帯) に

おける労働の制限 (同法19条), が定められて

います｡ ただし, 日々雇用される者・１年未

満の期間雇用者・子を養育することができる

状態であると厚生労働省が定めている労働者

から請求があったとしても, これらの制限を

認める必要はありません｡ また, 時間外労働・

深夜労働制限の請求については, 請求によっ

て事業の正常な運営を妨げる場合は, 事業主

は労働をさせることができるとされています｡

なお, これら前述した①産前・産後休業,

②育児休業, ③育児時間, ④子の看護休暇の取

得期間および⑤勤務時間の短縮措置期間 に

おける不就労時間の賃金支払いの取り扱いにつ

いては, 事業主の判断に委
ゆだ

ねられています｡

前述の措置義務に加え, 各ステップにおけ

る社会保険・雇用保険上での申請手続きが発

生します｡ 必要な手続きについて, [図表]に

まとめましたのでご参照ください｡
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図表 各ステップにおける申請手続き

１. 妊娠中～産前・産後 ２. 育 児 休 業 ３. 子 育 て 期 間

社

会

保

険

①｢出産育児一時金請求書｣
(出産育児一時金事前申
請)

②｢被扶養者異動届｣
③｢出産手当金支給申請書｣

①｢育児休業等取得者申請書 (新規)｣
→育児休業中の社会保険料が免除
※特例に該当した場合の延長も同じ

申請書

①｢育児休業等取得者終了届｣
②｢育児休業等終了時報酬月額変更届｣

→育児休業終了後の給与額変動に合
わせ, １等級の差でも改定が可能

③｢養育期間標準報酬月額特例申出書｣
→②の月額変更届と併せ提出するこ

とにより３歳未満までの期間に対
し, 厚生年金にて低下前の標準報
酬月額とみなす特例措置

雇

用

保

険

①｢育児休業給付受給資格確認票・(初
回) 育児休業基本給付金支給申請書｣
※育児休業中は２カ月に１度育児休
業基本給付金支給申請書を申請

②｢雇用保険被保険者休業開始時賃金月
額証明書｣

①｢育児休業者職場復帰給付金申請書｣
※職場復帰６カ月後


